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認定医を目指す医師が知っておくこと（1）概要

①研修会の受講や申請の前までに、マイページの作成が必要です
4月1日以降、認定医になるために取得する単位（認定産業医の基礎研修、認
定健康スポーツ医の前期日程・後期日程）はMAMIS上で管理されます。
単位は作成されたマイページに蓄積されるため、マイページの登録が無いま
ま研修会を受講すると、単位や受講記録が登録されません。

②認定医の新規申請はMAMIS上の申請画面から行います
MAMIS上で新規申請の要件を満たしていることを確認したうえで、申請手
続きを行います。

マイページの登録について⇒スライド3-5

単位の管理について⇒スライド6

⇒スライド12
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認定医を目指す医師が知っておくこと（2）新規申請手続き

認定医の新規申請方法（日本医師会5月承認より）
MAMISの新規申請ページにて、申請の要件を満たしていることを確認したうえで、
必要に必要事項の入力と必要書類のアップロードを行い、申請手続きを行ってくだ
さい。
登録料の支払いは都道府県医師会の指示に従ってください。

3月31日以前に認定産業医の基礎研修会・健康スポーツ医学講習会を受講している場合
3月31日までに開催された研修会の受講履歴は、MAMISで閲覧できません。
新規申請を行う際は、下記のとおり手続きを進めてください。

・認定産業医
3月31日までに取得した単位（手帳管理）と、4月1日以降に取得した単位（MAMIS管理）の合
計が充足していることを確認し、MAMIS上で新規申請を行ってください。
手帳の原本はMAMISの新規申請後、都道府県医師会に郵送してください。
なお、産業医科大学の基本講座・夏季集中講座の修了者は修了認定書の写真やpdfファイルを
アップロードしてください。修了認定書の原本提出は不要です。

・認定健康スポーツ医
3月31日までに修了した健康スポーツ医学講習会の修了証と、4月1日以降の修了（MAMIS管
理）にて、前期・後期の講習が修了していることを確認し、MAMIS上で新規申請を行ってくだ
さい。
3月31日までに取得した前期・後期の修了証は、申請時に修了証の写真やpdfファイルをアップ
ロードしてください。原本提出は不要です。
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